     別表―１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	 関 係 法 令
	 担当部門
	       備           考

	労働基準法関係
	総務課
該当室・課
	


	労働安全衛生法関係
	品質管理室
該当室・課
	
実施の主体は安全管理者で、重要事項に
関しては、安全管理者の指揮により行う。

	消防法関係
	品質管理室
該当室・課
	

	高圧ガス保安法関係
	品質管理室
工務課
該当室・課
	

	電気事業法関係
	工務課
該当室・課
	

	建築基準法関係
	工務課
該当室・課
	








     別表―２

	   担 当 者
	          業  務  範  囲

	各安全管理者
品質管理室長
	1． 工場全般の安全管理
2． 関係官庁等の対する対外接触
3． 安全に関する重要事項の記録及び保存

	総務部長
	１．工場全般の防災管理

	工務課長
	1． 機械設備及び建築物関係の安全管理
2． 電気設備関係の安全管理

	各室・課長
	１．当該室・課内の安全管理　　　　　　　　　　　








      別表―３
                           作業主任者等の任命基準

	   該当業務
	   関連条項
	    任命基準
	   備      考

	ボイラ取扱作業
主任者
	労安衛法第１４条
ボイラ則第２１条
	一級以上のボイラ
技士の免許を有する者
	1級ボイラ技士の場合は条件あり。　＊

	第一種圧力容器
取扱主任者
	労安衛法第１４条
	二級以上のボイラ
技士の免許を有する者
	

	乾燥設備作業
主任者
	労安衛法第１４条
	乾燥設備作業主任者
技能講習を終了した者
	

	はい作業主任者
	労安衛法第１４条
	はい作業主任技能講習
を終了した者
	現在は該当しない

	高圧ガス保安
    技術管理者
高圧ガス保安係員
	高圧ガス保安法
        第２８条
	高圧ガス製造保安者
（乙化・乙機）免許
を有するもの
	

	危険物保安監督者
危険物施設保安員
危険物取扱責任者
	消防法第１３条
消防法第１４条
	甲種危険物取扱者又は
当該乙種
危険物取扱者免許を有
するもの
	危険物取扱者
は指名業務

	火気の火元責任者
	
	火気取締責任者及び
取扱責任者の任命は
工場火気取締実施手
続に定める
	




